
「鳴瀬川水系鳴瀬川総合開発事業環境影響評価書」に対する環境大臣意見 

 

 本事業は、国土交通省東北地方整備局が、鳴瀬川流域の洪水調節、流水の正常な

機能の維持、かんがい用水の補給及び発電を目的に、鳴瀬川支川筒砂子川の宮城県

加美郡加美町字漆沢筒砂子地内外に筒砂子ダムを新築し、併せて既設の漆沢ダムの

容量再編を行うものである。 

 本事業の対象事業実施区域は、鳴瀬川水系筒砂子川の上流に位置し、ブナ、ミズ

ナラ等の落葉広葉樹が広く存在し、クマタカ及びサシバの営巣がそれぞれ複数確認

されるなど、豊かな自然環境が維持されていることから、本事業の実施に伴うこれ

ら自然環境への重大な影響が懸念される。 

 したがって、以下の措置を適切に講ずるとともに、その旨を補正後の評価書に適

切に記載すること。 

 

１．総論 

（１）調査・予測・評価の再実施 

本事業については、工事着手時期が未定であり、また、長期間にわたる工事が予

定されていることから、本事業の実施までに対象事業実施区域及びその周辺の自然

環境等に変化が生じる可能性がある。このため、工事着手前又は工事中に、現段階

で予測し得なかった環境変化が生じた場合には、その変化の状況に応じ、最新の知

見等に基づき、調査・予測・評価を改めて実施し、必要に応じ、適切な環境保全措

置を講ずること。 

 

（２）事後調査等について 

ア．事後調査及び環境監視を適切に実施すること。また、その結果を踏まえ、必

要に応じて、追加的な環境保全措置を講ずること。 

イ．上記の追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、これまでの調査結果及

び専門家等の助言を踏まえて、措置の内容が十分なものとなるよう客観的かつ

科学的に検討すること。 

ウ．事後調査により本事業による環境影響を分析し、判明した環境の状況に応じ

て講ずる環境保全措置について、検討の過程、内容、効果及び不確実性の程度

について、報告書として取りまとめ、公表すること。また、環境監視の結果、

環境保全措置を講じた場合にも、可能な限り報告書に取りまとめること。 

エ．本事業については工事が長期にわたることから、報告書の作成とは別に、工

事中において上記のア及びイの検討内容や結果について適切な時期に公表す

ること。さらに、供用後においても、環境保全措置、事後調査及び環境監視の

結果等の公表に努めること。 

 

 

 

別紙 



２．各論  

（１）動植物及び生態系に対する影響  

ア．事業実施区域では、クマタカ及びサシバのつがいの繁殖がそれぞれ複数確認

されており、一部のつがいの営巣中心域及び高利用域については、直接改変さ

れ、また、営巣が確認されている場所から近い区域で工事が実施されることか

ら、繁殖に対する重大な影響が懸念される。 

このため、クマタカ及びサシバの繁殖への影響を可能な限り低減するため

に、事業実施によるクマタカ及びサシバの営巣中心域及び高利用域の減少や分

断を極力回避するとともに、営巣中心域及び高利用域で工事を実施する場合に

は、営巣期における工事は極力避けること。また、工事の詳細計画の策定段階

から専門家等へ助言を求めるとともに、工事によるクマタカ及びサシバの繁殖

への影響について、適切に事後調査を行いつつ、重大な影響が認められた場合

は、工事を一旦中止するとともに、専門家等からの助言を踏まえて、適切な環

境保全措置を講じ、クマタカ及びサシバの繁殖への影響を可能な限り低減する

こと。 

イ．本事業の実施によるダム上流及び下流の河川における水質及び水温等の変化

により、魚類、底生動物、河川の植生等の動植物の生息・生育環境に対する影

響が懸念される。このため、工事の実施前、工事中及び供用後において、魚類、

底生動物、河川の植生等の動植物の生息・生育状況等を適切に監視し、動植物

の生息・生育環境への重大な影響が確認された場合には、専門家等の助言を踏

まえ、適切な環境保全措置を講ずること。  

 

（２）建設発生土及び伐採木の発生抑制並びに有効利用 

ア．本事業により発生する建設発生土は、その全量が対象事業実施区域内におい

て処理されることとされている。工事及び残土処分の詳細計画の策定に当たっ

ては、建設発生土の発生抑制に努め、可能な限り適切に有効利用すること。ま

た、建設発生土処理場の設置に当たっては、重要な動植物の生息・生育環境に

配慮した場所を選定し、建設発生土処理場の設置に伴う改変を可能な限り抑制

すること。 

イ．本事業における伐採の詳細計画を策定するに当たっては、可能な限り伐採範

囲を縮小し、及び伐採量を低減した上で、伐採木の有効利用に努めること。 

 


